
 

 

 

 事 業 所 用  
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第３条には、事業者の責務として、 

下記のように規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所から出るゴミは、 産業廃棄物 と 事業系一般廃棄物  に分けられます。 

 産業廃棄物 とは・・・事業活動に伴って排出される、法令で定められた 

             下記廃棄物となります。 

これらのゴミは、町のゴミ処理施設での処理はできません。 

 種類 具体例 

１ 燃えがら 
石灰殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さな

ど 

２ 汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 

３ 廃油 
廃潤滑油、廃洗浄油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤、 

タールピッチ類など 

４ 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸など、すべての酸性廃液 

５ 廃アルカリ 
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液など、 

すべてのアルカリ性廃液 

１ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に 

 処理しなければならない。 

 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによ 

り、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、 

容器等が、廃棄物になった場合における処理の困難性についてもあらかじめ 

自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行う 

こと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を 

提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその 

適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理 

の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 



６ 廃プラスチック類 

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず（廃タイヤを含

む。）など 

すべての合成高分子系化合物 

７ ゴムくず 天然ゴムくず 

８ 金属くず 鉄くず、アルミくず、切削くずなど 

９ 

ガラスくず、コンク

リートくず、陶磁器

くず 

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど 

（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。） 

１０ 鉱ざい 
鋳物廃砂、高炉・電気炉などの溶解炉のかす、 

キューポラのノロなど 

１１ ガレキ類 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの

破片、 

その他これに類する不要物 アスファルト片・レンガ片・瓦

片など 

１２ ばいじん 
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施

設の集塵施設によって集められたばいじん 

１３ 紙くず 

建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生

じたものに限る。）、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞

業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、出

版業（印刷出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷加工業

に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み

込んだものに限る。 

１４ 木くず 

建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生

じたものに限る。）、木材又は木製品の製造業（家具の製造業

を含む。）、パルプ製造業及び輸入材木の卸売業に係るもの並

びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。 

１５ 繊維くず 

建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生

じたものに限る。）、繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業

を除く。）に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだも

のに限る。 

１６ 動植物製残さ 

食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料とし

て使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 

魚や獣のあら、醸造かす、醗酵かすなど 

１７ 動物系固形不要物 
と畜場においてとさつし、又は解体獣畜及び食鳥処理した食

鳥に係る固形状の不要物。 

１８ 動物のふん尿 畜産農業に係るものに限る。 

１９ 動物の死体 畜産農業に係るものに限る。 

２０ 
上記（１）～（１９）の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産

業廃棄物に該当しないもの。 汚泥のコンクリート固形物など。 

２１ 輸入廃棄物 
輸入された廃棄物  （上記１～２０の廃棄物、「航空廃棄

物」、「携帯廃棄物」を除くもの。） 

法令に基づき、自己責任において適正な処理をしてください。 

 



 

 産業廃棄物 の処理について 

 産業廃棄物を処理する場合、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づく、収集及び

運搬また、処分の許可をもった産業廃棄物処理業者等へ依頼されることとなりますが、収

集及び運搬、処分業者をお探しの際は、下記までお問合せください。 

 

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 

ＴＥＬ ４０９－８９１１ 

ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｆ－ｓａｎｐａｉ．ｃｏｍ/ 

 

 事業系一般廃棄物  とは・・・ 

産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。 

これらのゴミは、町と協議し、町のゴミ処理施設で処理することができます。 

 

 事業系一般廃棄物 の処理について 

 事業者から排出される事業系一般廃棄物は、 

 

       

        

        

 

☆依頼するには、下記の収集運搬業者との契約が必要です。 

 

 

詳しくは、下記収集業者へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４分別 
それぞれ、町指定ゴミ袋に入れ、町の許可を得

た収集運搬業者へ依頼し、処分してください。 

有限会社 南部環境保全    TEL ９３５－８５２８ 

 収集区域  上須恵・南米里・城山・一番田・藤浦・乙植木・旅石 

       山の神・西原・旭ヶ丘・恵西・昭穂 

有限会社 須恵環境クリーン  TEL ９３５－８５９３ 

 収集区域  佐谷・大島原・須恵・甲植木・長礼・新原・川子１・川子２ 

       新原工業団地 

●もえるゴミ 

●もえないゴミ 

●ペットボトル 

●空缶・空ビン 

 注意!!  別途、収集運搬料金が必要です。  



 

 

【町指定ゴミ袋について】 

  町指定ゴミ袋は、ゴミの分別ごとに決まっています。 

  購入するには、町内の須恵町商工会加盟小売店で購入してください。 

  （別紙のとおり） 

 

 

【ゴミの分別について】 

   収集できるゴミは、一般家庭から出されるものと同等のもので 

   工場などの事業活動、製造過程からでるゴミ等は、収集できません。 

 

 

 

 

 

 

 

【町指定ゴミ袋について】 

  町指定ゴミ袋は、ゴミの分別ごとに決まっています。 

  購入するには、町内の須恵町商工会加盟小売店で購入してください。 

 ◎町指定ゴミ袋の種類 

分別 色 大きさ 寸法（縦×横×幅） 金額（１袋当り） 

もえるゴミ 半透明 

大 ９５cm×６５cm×４５cm ５００円 

中 ８０cm×５０cm×３５cm ４００円 

小 ５５cm×４５cm×３０cm ２００円 

もえないゴミ 黄色 
大 ９５cm×６５cm×４５cm １５０円 

小 ８０cm×５０cm×３５cm １００円 

ペットボトル 緑色 
大 ９５cm×６５cm×４５cm １５０円 

小 ８０cm×５０cm×３５cm １００円 

空缶・空ビン 桃色 
大 ９５cm×６５cm×４５cm １５０円 

小 ８０cm×５０cm×３５cm １００円 

※ゴミ袋は、１袋（１０枚入り）で販売しています。 

分別については、一般家庭と同じです。（別紙のとおり） 

 



 

 ◎ゴミ袋販売店（役場や商工会では、販売していませんのでご注意下さい。） 

店  舗  名 店  舗  名 

イオン福岡店（イオンモール福岡内） スーパーセンタートライアル須恵店 

一番田薬局 豊田ショップ 

(株)イナザワ ドラッグストアモリ須恵店 

(株)Ａコープ九州須恵店 (有)長沢ストアー 

(株)川食（トレードマート須恵店） (有)なすの電器商会 

(株)コスモス薬品須恵店 西酒店 

(株)小林食品（ジョイントたんぽぽ市場） 氷室商店 

コメリパワー須恵店 ファミリーマート須恵植木バイパス店 

ショッピングむらやま ファミリーマート須恵佐谷店 

須恵町自然食普及センター（なちゅらす） マイソングひろ 

（同）西友サニー須恵店 三角酒店 

セブンイレブン須恵新原店 ミニストップ上須恵店 

セブンイレブン須恵旅石店 ミニストップ須恵植木店 

セブンイレブン須恵中央駅前店 (株)ライフテック（水戸病院売店） 

セブンイレブン須恵中央店 
販売店は、新規開店また閉店などにより 

変更になることがあります。 
セブンイレブン須恵古宮店 

セブンイレブン須恵レインボーロード店 

 



 

【ゴミの分別について】 

   収集できるゴミは、一般家庭から出されるものと同等のもので 

   工場などの事業活動、製造過程からでるゴミ等は、収集できません。 

 

 

 

 

 

分別については、 

一般家庭と同じです。 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

事業系一般廃棄物の中で、文書等で多量にあるものは、 

 町ゴミ処理施設【須恵町外２ヶ町清掃施設組合『クリーンパークわかすぎ』】に 

 搬入することが出来ます。 

搬入するには、 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己搬入許可証の取得】 

  地域振興課（須恵町役場庁舎２階）において、申請書への記入が必要です。 

  申請書には  事業所名及び住所、 

         搬入する人の氏名及び住所 

         排出する品名、搬入車種、搬入車輌ナンバー、搬入回数、搬入日 

         の記入が必要です。 

         許可証の取得は、平日に行なってください。 

 

【クリーンパークわかすぎへの搬入】 

 

 

 

  ●搬入できる日・・・月曜日～金曜日、第２・４日曜日 

         （土曜日、祝日、第１・３・5 の日曜日は、休み） 

 

  ●搬入時間  ・・・午前９時～午後４時まで 

  ●処理料金  ・・・１０ｋｇにつき、１００円（重量制） 

役場（地域振興課）で搬入許可証の取得 

須恵町外２ヶ町清掃施設組合『クリーンパークわかすぎ』へ搬入 

須恵町外２ヶ町清掃施設組合『クリーンパークわかすぎ』 

    住所 ： 糟屋郡篠栗町大字若杉７７９－１８ 

    ＴＥＬ ： ９４７－５３０４ 

 

連休・お盆・年末年始は、搬入日が変更になることがあります。 

町広報誌・ホームページでご確認ください。 



 

【資源物について】 

  新聞、雑誌、白紙、ダンボール、古着など、もえるゴミの指定袋に入れ、 

出してしまえば、ただのゴミとなってしまいます。 

  限りある資源の有効活用のため、新聞、雑誌、白紙、ダンボール、古着などは、 

ゴミではなく、資源物として、出来る限り、古紙回収業者への直接搬入をお願いいた 

します。 

 

須恵町近隣には、下記の古紙回収業者があります。 

詳しくは、下記へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【し尿汲取りについて】 

 事務所のトイレや現場事務所の仮設トイレなど、汲取りが必要なときは、 

 し尿収集業者への申込みが必要です。 

 し尿収集業者は、地域ごと指定されています。下記業者へご連絡ください。 

地  域 し尿収集業者 

 佐 谷・南米里・大島原・上須恵・須 恵 

 川子１・川子２・長 礼・城 山・一番田 

甲植木・乙植木（寺浦４組合を除く）・旅 石 

 新 原・藤 浦・新原工業団地 

須恵町大字上須恵１０６８ 

株式会社 須恵衛生工業 

ＴＥＬ：９３２－１５９８ 

 乙植木（寺浦４組合のみ）・旭ヶ丘 

 昭 穂・山の神・西 原・恵 西 

須恵町大字須恵３８４－１ 

有限会社 須恵協和産業 

ＴＥＬ：９３２－２４０６ 

 

平城商店 

住 所  志免町志免２－６－１８ 

電話番号  ０９２－９３５－０１３９ 

株式会社 兼子 福岡営業所 

住 所  宇美町井野７３１－１ 

電話番号  ０９２－６８７－８７３０ 

 


